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体育振興・健康づくり対策特別委員会 

 

１ 開催日時   平成 26 年 10 月７日（火） 10 時 01 分～11 時 16 分 

 

２ 開催場所   第四委員会室 

 

３ 説 明 員   総合政策部長、健康医療福祉部長、教育長および関係職員 

 

４ 議事の概要 

 

（１）国体主会場の整備に伴う公園整備基本構想・基本計画の策定に向けた取組状況 

について 

 

（２）滋賀県競技力向上基本計画（案）に対する意見・情報の募集について 

   委員からは、特定の高校を強化するのではなく強化拠点をいくつか設けて、そこか

ら選抜するという形にすべきである、学校教育の体育とアスリート育成は分けて考え

ないと国体では勝てない、国体に向けての競技力向上はわかるが、近年、国体での順

位低迷が続いていること、国体開催後の滋賀県のことを考えると、そもそもの滋賀県

のスポーツ振興を考え直さないといけない、これまでのことをしっかり反省してほし

い、選手を強化しようとして指導者の体罰があってはいけない、指導者に対する体罰

防止の研修をしっかりとしてほしい、県内の大学生選手の状況をしっかりと把握し、

卒業後も滋賀県に残って競技を続けてもらったり指導者になってもらえるようしっか

りと取り組んでほしい、などの意見が出された。 

 

（３）（仮称）滋賀県歯および口腔の健康づくりの推進に関する条例案について 

   委員からは、第４条第３項の条文について、児童養護施設等も想定されることや「そ

の他の保護者」と書かれていることから「家庭において」は削除すべきとの意見が出さ

れた。 

  また、条例案の名称は「滋賀県歯および口腔の健康づくりの推進に関する条例案」と

すること、10 月 10 日から 11 月 10 日まで条例案に対する意見募集を行うことが決定され

た。 
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委員会に配付された資料 

１ 国体主会場の整備に伴う公園整備基本構想・基本計画の策定に向けた取組状況 

について 

２ 滋賀県競技力向上基本計画（案）に対する意見・情報の募集について 

３ 滋賀県歯および口腔の健康づくりの推進に関する条例案 修正対照表 

４ 滋賀県歯および口腔の健康づくりの推進に関する条例案（修正後） 

 

 


